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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末がロックされた状態で音声を受け付ける音声受付手段と、
　前記ロック状態で受け付けた音声に基づいて声紋認証を行い、本人であるかどうかを判
定する声紋認証手段と、
　前記ロック状態で受け付けた音声を音声認識する音声認識手段と、
　前記声紋認証により本人であると判定されなかった場合、ユーザに追加の情報を要求す
ることなく、前記音声認識の結果を用いてアプリケーションを実行し、前記端末に格納さ
れた保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、該アプリケーションの実行結果をユーザ
に提供する実行手段と、を備える、端末。
【請求項２】
　所定の操作を検出すると、前記端末の電源を投入する電源投入手段を備え、
　前記音声受付手段は、前記所定の操作に応じて前記端末の電源が投入された場合に、前
記ロック状態での音声の受け付けを開始する、請求項１に記載の端末。
【請求項３】
　所定の物理量を測定するセンサ手段を備え、
　前記音声受付手段は、前記センサ手段によって測定された物理量が所定の値である場合
に、前記ロック状態での音声の受け付けを開始する、請求項１に記載の端末。
【請求項４】
　前記実行手段は、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末に格納さ
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れた保護すべき情報へのアクセスを許可しつつ、前記音声認識の結果を用いて前記アプリ
ケーションを実行する、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の端末。
【請求項５】
　前記実行手段は、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記音声認識の結
果に含まれる単語に関連するアプリケーションを抽出し、抽出したアプリケーションのリ
ストを前記端末の画面に表示する、請求項１ないし４のいずれか１項に記載の端末。
【請求項６】
　前記実行手段は、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末の姿勢、
または、前記端末が接続された周辺機器の種別に応じてアプリケーションを抽出し、抽出
したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示する、請求項１ないし４のいずれ
か１項に記載の端末。
【請求項７】
　端末が、ロックされた状態で音声を受け付ける工程と、
　前記ロック状態で受け付けた音声に基づいて声紋認証を行い、本人であるかどうかを判
定する工程と、
　前記ロック状態で受け付けた音声を音声認識する工程と、
　前記声紋認証により本人であると判定されなかった場合、ユーザに追加の情報を要求す
ることなく、前記音声認識の結果を用いてアプリケーションを実行し、前記端末に格納さ
れた保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、該アプリケーションの実行結果をユーザ
に提供する工程と、を含む、ロック解除方法。
【請求項８】
　前記端末が、所定の操作を検出すると、前記端末の電源を投入する工程を含み、
　前記所定の操作に応じて前記端末の電源が投入された場合に、前記ロック状態での音声
の受け付けを開始する、請求項７に記載のロック解除方法。
【請求項９】
　前記端末が、所定の物理量を測定する工程を含み、
　前記測定された物理量が所定の値である場合に、前記ロック状態での音声の受け付けを
開始する、請求項７に記載のロック解除方法。
【請求項１０】
　前記端末は、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末に格納された
保護すべき情報へのアクセスを許可しつつ、前記音声認識の結果を用いて前記アプリケー
ションを実行する、請求項７ないし９のいずれか１項に記載のロック解除方法。
【請求項１１】
　前記端末が、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記音声認識の結果に
含まれる単語に関連するアプリケーションを抽出する工程と、
　抽出したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示する工程と、を含む、請求
項７ないし１０のいずれか１項に記載のロック解除方法。
【請求項１２】
　前記端末が、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末の姿勢、また
は、前記端末が接続された周辺機器の種別に応じてアプリケーションを抽出する工程と、
　抽出したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示する工程と、を含む、請求
項７ないし１０のいずれか１項に記載のロック解除方法。
【請求項１３】
　ロックされた状態で音声を受け付ける処理と、
　前記ロック状態で受け付けた音声に基づいて声紋認証を行い、本人であるかどうかを判
定する処理と、
　前記ロック状態で受け付けた音声を音声認識する処理と、
　前記声紋認証により本人であると判定されなかった場合、ユーザに追加の情報を要求す
ることなく、前記音声認識の結果を用いてアプリケーションを実行し、端末に格納された
保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、該アプリケーションの実行結果をユーザに提
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供する処理と、を前記端末に設けられたコンピュータに実行させる、プログラム。
【請求項１４】
　所定の操作を検出すると、前記端末の電源を投入する処理と、
　前記所定の操作に応じて前記端末の電源が投入された場合に、前記ロック状態での音声
の受け付けを開始する処理と、を前記コンピュータに実行させる、請求項１３に記載のプ
ログラム。
【請求項１５】
　所定の物理量を測定する処理と、
　前記測定された物理量が所定の値である場合に、前記ロック状態での音声の受け付けを
開始する処理と、を前記コンピュータに実行させる、請求項１３に記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末に格納された保護すべき情
報へのアクセスを許可しつつ、前記音声認識の結果を用いて前記アプリケーションを実行
する処理を、前記コンピュータに実行させる、請求項１３ないし１５のいずれか１項に記
載のプログラム。
【請求項１７】
　前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記音声認識の結果に含まれる単語
に関連するアプリケーションを抽出する処理と、
　抽出したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示する処理と、を前記コンピ
ュータに実行させる、請求項１３ないし１６のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末の姿勢、または、前記端末
が接続された周辺機器の種別に応じてアプリケーションを抽出する処理と、
　抽出したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示する処理と、を前記コンピ
ュータに実行させる、請求項１３ないし１６のいずれか１項に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願についての記載］
　本発明は、日本国特許出願：特願２０１３－００２３８７号（２０１３年　１月１０日
出願）に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載され
ているものとする。
　本発明は、端末、ロック解除方法およびプログラムに関し、特に、声紋認証および音声
認識機能を備えた端末、かかる端末におけるロック解除方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン、タブレット端末等の携帯端末が急速に普及している。これらの
携帯端末への入力方法として、一般に、指先でタッチパネルを操作する方法が採用されて
いる。一方、両手がふさがれた状況において携帯端末への入力を可能とするために、音声
入力により端末を操作する機能を備えた機種も増加している。
【０００３】
　タッチパネルを備えた携帯端末では、不正利用を回避するために、初回に起動した際、
または、スリープ状態から復帰させた際、認証画面を表示し、利用者が本人であるかどう
かを確認する。認証を成立させて利用制限を解除する方法として、パスワード入力に基づ
く方法、タッチパネル上の指の軌跡に基づく方法等が知られている。
【０００４】
　また、携帯端末が鞄やポケット内にある場合、タッチパネルの意図しない反応により誤
動作が生じることを回避する必要がある。そこで、利用者にタッチパネル上で頻繁に発生
しない特定の操作を促し、特定の操作を受け付けた場合に限り、端末の利用制限を解除す
る方法が用いられている。特定の操作として、例えば、画面上で指を一定の距離だけスラ
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イドする操作、または、特定領域をダブルタップする等の操作が採用されている。
【０００５】
　以上のように、認証画面に対する利用者の入力、利用者の特定の操作等に基づいて、端
末の利用制限（すなわち、端末が保持するリソースや情報へのアクセス制限）を解除する
ことを、以下では「ロック解除」という。
【０００６】
　関連技術として、特許文献１には、指紋、声紋、顔、虹彩等の生体情報を用いた個人認
証装置が記載されている。
【０００７】
　また、特許文献２には、保存されたユーザの声紋と、ユーザが発した音声とを比較した
結果に基づいて携帯電話のロック解除を行う方法が記載されている。
【０００８】
　さらに、特許文献３には、入力された音声から抽出した声紋情報に基づいて個人を認証
し、認証済と判別されたときに当該音声からコマンドを認識し、認識したコマンドにより
機器を遠隔操作する音声認識システムが記載されている。
【０００９】
　また、特許文献４には、ユーザが発生した音声に基づいて声紋認証を行い、認証結果に
依存して、当該音声に従った所定の処理を実行または停止する携帯端末装置が記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－２３６６６６号公報
【特許文献２】特開２００４－１８０２５４号公報
【特許文献３】特開２００７－１４００４８号公報
【特許文献４】特開２０１１－０８７１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記の特許文献の全開示内容は、本書に引用をもって繰り込み記載されているものとす
る。以下の分析は、本発明者によってなされたものである。
【００１２】
　通常、ロック解除のための認証画面を表示するには、スリープ状態からの復帰または起
動を行う必要がある。ソフトウェアキーやタッチパネル等に対する操作に基づいてスリー
プ状態からの復帰を行うには、タッチパネルのセンシングを常時行う必要があり、消費電
力の観点から好ましくない。したがって、スリープ状態からの復帰には、一般に、ハード
ウェアキーに対する操作が必要とされ、かかる操作によって表示された認証画面に対して
利用者が入力を行うことで、ロック解除が行われる。これらの一連の操作は、端末の機能
を即座に利用したい利用者にとっては煩わしいものとなっている。
【００１３】
　特許文献１には、生体情報として声紋を用いた個人認証装置が記載されている。かかる
装置によると、個人認証を行う際に、利用者は指で操作を行う必要がなくなる。また、登
録された定型文を利用者自身が読み上げたものを合言葉として、ロックを解除する方法も
知られている。しかし、読み上げた定型文を他人に聴かれることにより、セキュリティレ
ベルが低下するおそれがある。
【００１４】
　特許文献１に記載された技術の問題を解消するために、例えば、特許文献２に記載され
た声紋認証を用いたロック解除方法を用いることができる。しかしながら、スマートフォ
ン、タブレット端末等のロックを解除する目的でわざわざ発声するよりも、指先で画面の
入力操作を行う方が簡便であるため、利用者の利便性が向上しないという問題がある。
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【００１５】
　一方、対話型の端末操作、音声入力検索等の音声認識機能を搭載したスマートフォン、
タブレット端末等が普及し始めている。しかし、これらの端末において音声認識機能を利
用するには、上述のように、ハードウェアキーへの操作による起動と、認証画面への入力
に基づくロック解除を行い、さらに、メニューから音声入力のアイコンを選択する必要が
あり、操作性が低い。
【００１６】
　また、特許文献３、４に記載された技術によると、ロックされた状態の端末は音声を受
け付けることができず、ロックされた状態の端末の機能をユーザが即座に利用することは
できず、端末のロックを解除するために煩雑な操作が必要とされる。
【００１７】
　そこで、声紋認証および音声認識の機能を備えた端末において簡便にロックを解除でき
るようにすることが要望される。本発明の目的は、かかる要望に寄与する端末、ロック解
除方法およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の第１の視点に係る端末は、
　端末がロックされた状態で音声を受け付ける音声受付手段と、
　前記ロック状態で受け付けた音声に基づいて声紋認証を行い、本人であるかどうかを判
定する声紋認証手段と、
　前記ロック状態で受け付けた音声を音声認識する音声認識手段と、
　前記声紋認証により本人であると判定されなかった場合、ユーザに追加の情報を要求す
ることなく、前記音声認識の結果を用いてアプリケーションを実行し、前記端末に格納さ
れた保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、該アプリケーションの実行結果をユーザ
に提供する実行手段と、を備える。
【００１９】
　本発明の第２の視点に係るロック解除方法は、
　端末が、ロックされた状態で音声を受け付ける工程と、
　前記ロック状態で受け付けた音声に基づいて声紋認証を行い、本人であるかどうかを判
定する工程と、
　前記ロック状態で受け付けた音声を音声認識する工程と、
　　前記声紋認証により本人であると判定されなかった場合、ユーザに追加の情報を要求
することなく、前記音声認識の結果を用いてアプリケーションを実行し、前記端末に格納
された保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、該アプリケーションの実行結果をユー
ザに提供する工程と、を含む。
【００２０】
　本発明の第３の視点に係るプログラムは、
　ロックされた状態で音声を受け付ける処理と、
　前記ロック状態で受け付けた音声に基づいて声紋認証を行い、本人であるかどうかを判
定する処理と、
　前記ロック状態で受け付けた音声を音声認識する処理と、
　　前記声紋認証により本人であると判定されなかった場合、ユーザに追加の情報を要求
することなく、前記音声認識の結果を用いてアプリケーションを実行し、端末に格納され
た保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、該アプリケーションの実行結果をユーザに
提供する処理と、を前記端末に設けられたコンピュータに実行させる。
　なお、プログラムは、非一時的なコンピュータ可読記録媒体（non-transitory compute
r-readable storage medium）に記録されたプログラム製品として提供することができる
。
【発明の効果】
【００２１】
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　本発明に係る端末、ロック解除方法およびプログラムによると、声紋認証および音声認
識の機能を備えた端末において簡便にロックを解除することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１の実施形態に係る端末の構成を一例として示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る端末の動作を一例として示すフロー図である。
【図３】第２の実施形態に係る端末の構成を一例として示すブロック図である。
【図４】第２の実施形態に係る端末の動作を一例として示すフロー図である。
【図５】第３および第４の実施形態に係る端末の構成を一例として示すブロック図である
。
【図６】実施例における端末の動作を一例として示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　はじめに、一実施形態の概要について説明する。なお、この概要に付記する図面参照符
号は、専ら理解を助けるための例示であり、本発明を図示の態様に限定することを意図す
るものではない。
【００２４】
　図１を参照すると、端末（１０）は、端末（１０）がロックされた状態で音声を受け付
ける音声受付手段（１４）と、ロック状態で受け付けた音声に基づいて声紋認証を行い、
本人であるかどうかを判定する声紋認証手段（１６）と、ロック状態で受け付けた音声を
音声認識する（例えば、音声をテキストデータに変換する）音声認識手段（１８）と、音
声認識の結果（例えば、テキストデータ）を用いてアプリケーションを実行する実行手段
（２２）と、を備える。
【００２５】
　かかる端末（１０）によると、端末の利用者は、アプリケーションを実行するためのテ
キスト（例えば、コマンド、キーワード等）を発声することで、端末のロックを解除して
アプリケーションを実行することが可能となる。したがって、端末（１０）の利用者は、
端末のロックを解除することのみを目的として発声する必要がなくなる。ゆえに、端末（
１０）によると、声紋認証および音声認識の機能を備えた端末において簡便にロックを解
除することが可能となる。
【００２６】
　図３を参照すると、端末（２０）は、所定の操作を検出すると、端末（２０）の電源を
投入する電源投入手段（１２）をさらに備えていてもよい。このとき、音声受付手段（１
４）は、所定の操作に応じて端末（２０）の電源が投入された場合に、ロック状態での音
声の受け付けを開始する。
【００２７】
　かかる端末（２０）によると、ロック状態の端末において、音声受付手段（１４）によ
る音声受付動作を常に稼働させておく必要がなくなり、電源投入手段（１２）への操作を
トリガとして音声受付手段（１４）による音声受付動作を開始することができる。したが
って、かかる端末（２０）によると、ロック状態における消費電力を削減することが可能
となる。
【００２８】
　図５を参照すると、端末（３０）は、所定の物理量を測定するセンサ手段（３４）を備
えていてもよい。このとき、音声受付手段（１４）は、センサ手段（３４）によって測定
された物理量（例えば、振動、熱）が所定の値である場合に、ロック状態での音声の受け
付けを開始する。
【００２９】
　かかる端末（３０）によると、ロック状態の端末において、音声受付手段（１４）によ
る音声受付動作を常に稼働させておく必要がなくなり、センサ手段（３４）による所定の
物理量の測定をトリガとして音声受付手段（１４）による音声受付動作を開始することが
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できる。かかる端末（３０）によると、音声受付手段（１４）よりも消費電力の少ないセ
ンサ手段（３４）を稼働させておくことによって、ロック状態における消費電力を削減す
ることが可能となる。
【００３０】
　声紋認証により本人であると判定された場合、実行手段（２２）は、端末（１０）に格
納された保護すべき情報へのアクセスを許可しつつ、音声認識の結果を用いてアプリケー
ションを実行するようにしてもよい。一方、声紋認証により本人であると判定されなかっ
た場合、実行手段（２２）は、端末（１０）に格納された保護すべき情報へのアクセスを
禁止しつつ、音声認識の結果を用いてアプリケーションを実行するようにしてもよい。
【００３１】
　かかる端末（１０）によると、声紋認証により本人であることが確認されなかった場合
においても、端末（１０）に格納された情報を適切に保護しつつ、利用者の発した音声に
基づいてアプリケーションを実行することが可能となる。したがって、かかる端末（１０
）によると、声紋認証による本人確認に失敗した場合に、利用者の発声動作が無駄になる
ことを防ぐことができる。
【００３２】
　以下、実施形態に係る端末について、図面を参照して詳細に説明する。なお、端末は、
携帯電話、スマートフォン等に限定されず、ゲーム機、タブレット端末、ノートＰＣ（Pe
rsonal Computer）、携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Data Assistants）、デジタルカ
メラ、デジタルビデオカメラ等を含むその他の電子機器であってもよい。また、音声認識
の結果（例えば、テキストデータ）を用いて動作するアプリケーションは、音声認識検索
（例えば、ウェブ検索）、音声通話等のアプリケーションに限定されず、音声識機能に基
づくその他のアプリケーション（例えば、カーナビゲーションソフトウェア、音楽再生ソ
フトウェア等）であってもよい。また、以下の実施形態では、音声認識の結果がテキスト
データある場合について説明するが、音声認識の結果はテキストデータに限定されない。
【００３３】
　（実施形態１）
　第１の実施形態に係る端末について、図面を参照しつつ説明する。図１は、本実施形態
に係る端末の構成を一例として示すブロック図である。図１を参照すると、端末１０は、
音声受付手段１４、声紋認証手段１６、音声認識手段１８、および、実行手段２２を備え
る。
【００３４】
　音声受付手段１４は、端末１０がロックされた状態で音声を受け付ける。声紋認証手段
１６は、ロック状態で受け付けた音声に基づいて声紋認証を行い、本人であるかどうかを
判定する。音声認識手段１８は、ロック状態で受け付けた音声を音声認識によってテキス
トデータに変換する。実行手段２２は、テキストデータを用いてアプリケーションを実行
する。
【００３５】
　図２は、本実施形態に係る端末１０の動作を一例として示すフロー図である。図２を参
照して、端末１０の動作について説明する。
【００３６】
　まず、音声受付手段１４は、端末１０がロックされた状態で音声を受け付ける（ステッ
プＡ１）。
【００３７】
　次に、声紋認証手段１６は、ロック状態で受け付けた音声に基づいて声紋認証を行い、
本人であるかどうかを判定する（ステップＡ２）。また、音声認識手段１８は、ロック状
態で受け付けた音声を音声認識によってテキストデータに変換する（ステップＡ３）。な
お、声紋認証および音声認識の順序は、図２に示した順序に限定されない。また、声紋認
証および音声認識を同時に実行してもよい。
【００３８】
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　次に、実行手段２２は、テキストデータを用いてアプリケーションを実行する（ステッ
プＡ４）。
【００３９】
　端末１０によると、端末１０の利用者は、アプリケーションを実行するためのテキスト
を発声することで、端末１０のロックを解除してアプリケーションを実行することが可能
となる。したがって、端末の利用者は、端末のロックを解除することのみを目的として発
声する必要がなくなる。ゆえに、端末１０によると、声紋認証および音声認識の機能を備
えた端末において簡便にロックを解除することが可能となる。
【００４０】
（実施形態２）
　第２の実施形態に係る端末について、図面を参照して説明する。図３は、本実施形態に
係る端末の構成を一例として示すブロック図である。図３を参照すると、端末２０は、電
源投入手段１２、音声受付手段１４、声紋認証手段１６、音声認識手段１８、実行手段２
２、タッチパネル手段２４、表示手段２６、声紋記憶手段２８、および、アプリケーショ
ン記憶手段３２を備える。
【００４１】
　声紋記憶手段２８は、声紋認証を行うために、端末２０の利用者の声紋情報を予め保持
している。
【００４２】
　アプリケーション記憶手段３２は、音声認識機能により音声から抽出されたテキストデ
ータ（例えば、コマンド、キーワード等）を用いて動作するアプリケーション、または、
かかるテキストデータに基づいて起動されるアプリケーションを保持している。アプリケ
ーション（単に「アプリ」ともいう。）として、利用者が発した検索用のキーワードに基
づいてウェブ検索等を行う音声検索アプリケーション、利用者が発した相手先電話番号に
基づいて発呼を行う音声通話アプリケーション等が考えられる。ただし、アプリケーショ
ンは、これらに限定されない。
【００４３】
　電源投入手段１２は、利用者によるハードウェアキーの押下等の所定の操作を検出する
と、端末２０の電源を投入する。
【００４４】
　音声受付手段１４は、端末２０がロックされた状態で音声を受け付ける。音声受付手段
１４は、上記の所定の操作に応じて端末２０の電源が投入された場合に、ロック状態での
音声の受け付けを開始する。
【００４５】
　声紋認証手段は、ロック状態で受け付けた音声と、声紋記憶手段２８に格納された声紋
情報とを比較して声紋認証を行い、本人であるかどうかを判定する。
【００４６】
　音声認識手段１８は、ロック状態で受け付けた音声を、音声認識によってテキストデー
タに変換する。
【００４７】
　実行手段２２は、音声認識手段１８によって得られたテキストデータを用いて、アプリ
ケーション記憶手段３２に格納されたアプリケーションを実行（または起動）する。
【００４８】
　実行手段２２は、声紋認証により本人であると判定された場合、端末２０に格納された
保護すべき情報へのアクセスを許可しつつ、音声認識によって得られたテキストデータを
用いてアプリケーションを実行する。例えば、アプリケーションが音声検索アプリケーシ
ョンである場合、端末２０の利用者本人と確認されたときには、実行手段２２は、端末２
０に格納されたクッキー（Cookie）情報を用いた検索を行うようにしてもよい。一方、実
行手段２２は、声紋認証により本人であると判定されなかった場合、端末２０に格納され
た保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、テキストデータを用いてアプリケーション
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を実行する。
【００４９】
　なお、アプリケーションが端末２０に格納された保護すべき情報を利用しなければ実行
できないようなものである場合、声紋認証により本人であると判定されなかったときには
、実行手段２２はアプリケーションを実行または起動しないようにしてもよい。
【００５０】
　また、実行手段２２は、声紋認証により本人であると判定された場合、テキストデータ
に含まれる単語に関連するアプリケーションを抽出し、抽出したアプリケーションのリス
トを端末２０の表示手段２６に表示する。
【００５１】
　タッチパネル手段２４は、利用者のタッチ操作に基づく入力を受け付ける。なお、タッ
チパネル手段２４と表示手段２６とは、互いに重ね合わされた（例えば、貼り合わされた
）構成であってもよい。
【００５２】
　図４は、端末２０（図３）の動作を一例として示すフロー図である。図４を参照して、
端末２０の動作について説明する。
【００５３】
　スリープ状態に入っている端末２０を操作可能とするために、例えば、利用者が電源ボ
タン等の短押しを行うと、電源投入手段１２は、端末２０の電源を投入する（ステップＢ
１）。すると、音声受付手段１４は、ロック状態において音声の受け付けを開始する（ス
テップＢ２）。
【００５４】
　声紋認証手段１６は、端末２０がロックされた状態で音声受付手段１４が受け付けた音
声と、声紋記憶手段２８に保存されている声紋情報とを比較し、本人であるかどうかを確
認する（ステップＢ３）。
【００５５】
　音声認識手段１８は、端末２０がロックされた状態で音声受付手段１４が受け付けた音
声を音声認識によりテキストデータに変換する（ステップＢ４）。
【００５６】
　実行手段２２は、アプリケーション記憶手段３２に格納されたアプリケーションを、音
声認識手段１８によって得られたテキストデータを用いて実行する。声紋認証手段１６に
よって本人であると判定された場合（ステップＢ５のＹｅｓ）、実行手段２２は、端末２
０が保持する保護すべき情報へのアクセスを許可しつつ（すなわち、通常モード）、テキ
ストデータを用いてアプリケーションを実行する。例えば、アプリケーションが音声認識
に基づくインターネット検索アプリケーションである場合、実行手段２２は、テキストデ
ータを用いたインターネット検索を行い、インターネットの検索の結果を表示手段２６に
出力する。
【００５７】
　次に、実行手段２２は、音声認識手段１８によって得られたテキストデータに関連付け
られたアプリケーションを、アプリケーション記憶手段３２から抽出し、リストとして端
末２０の表示手段２６に表示する（ステップＢ７）。
【００５８】
　例えば、テキストデータ中に、アプリケーションを表すキーワード（アプリケーション
名、電話、カメラ、メール、プレーヤ等）、アプリケーションが利用するデータを示すキ
ーワード（地名、電話番号、メールアドレス、楽曲名等）、アプリケーションの動作を表
すキーワード（通話開始、撮影、メール送信、再生等）が含まれる場合には、実行手段２
２は、これらのキーワードに関係するアプリケーションを起動候補のリストとして抽出し
て表示手段２６に表示する。
【００５９】
　以上により、利用者が音声で入力した内容に関連するアプリケーションの実行結果（ス
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テップＢ６）、および、当該アプリケーションのリスト（ステップＢ７）が端末２０の表
示手段２６に表示される。利用者が表示手段２６に表示されたアプリケーションのリスト
から所望のアプリケーションをタッチ操作によって選択すると、タッチパネル手段２４は
、これを受け付ける（ステップＢ８）。
【００６０】
　次に、実行手段２２は、利用者によって選択されたアプリケーションを起動する（ステ
ップＢ９）。
【００６１】
　一方、声紋認証手段１６によって本人であると判定されなかった場合（ステップＢ５の
Ｎｏ）、実行手段２２は、端末２０が保持する保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ
（すなわち、制限モード）、テキストデータを用いてアプリケーションを実行する（ステ
ップＢ１０）。なお、アプリケーションが端末２０に格納された保護すべき情報を利用し
なければ実行できないアプリケーションである場合、声紋認証により本人であると判定さ
れなかったときには、実行手段２２はアプリケーションを実行（または起動）しないよう
にしてもよい。
【００６２】
　声紋認証を行う際には（ステップＢ３）、一定量の音声情報が必要となる。そこで、ス
テップＢ３における声紋認証のための情報が不足する場合、利用者に対して追加の音声情
報の入力を促す手段を端末２０に設けてもよい。かかる端末によると、声紋認証の精度を
向上させることが可能となる。また、追加の音声が入力されない場合には、声紋の認証が
一致しなかった場合と同一のモード（制限モード）で端末２０を動作させるようにしても
よい。
【００６３】
　また、利用者が所定のボタン（例えば、画面上のソフトウェアキー）を押しながら発声
した音声については、音声認識には利用せずに、声紋認識にのみ利用するようにしてもよ
い。
【００６４】
　本実施形態の端末２０によると、利用者が指で端末のロック解除を行うことなく、認証
画面（ロック画面）に話しかけるだけで、ロックを解除し、インターネット音声検索、ボ
イスコマンドによる命令等の結果を取得することが可能となる。また、端末２０によると
、声紋認証により本人の認証を行うことができるため、端末を不正に利用されることを防
ぐこともできる。
【００６５】
　関連技術の端末では、通常、利用者の認証を完了させないと、端末の機能を全く利用す
ることができない。かかる端末によると、声紋に基づく認証が失敗した場合、利用者が音
声で入力した、音声入力検索のためのキーワードや音声認識対話のためのキーワードが破
棄されることになる。
【００６６】
　しかし、本実施形態の端末２０によると、声紋認証において本人であることを確認でき
なかった場合であっても（ステップＢ５のＮｏ）、入力された音声から抽出されたテキス
トデータはアプリケーション（例えば、インターネット検索）に利用される。したがって
、声紋認証に失敗したときに利用者が入力した音声情報が破棄されて無駄になることを防
ぐことができ、利用者が同一内容の音声を再度発声する手間を省くことができる。
【００６７】
（実施形態３）
　第３の実施形態に係る端末について、図面を参照して説明する。図５は、本実施形態に
係る端末の構成を一例として示すブロック図である。図５を参照すると、端末３０は、第
２の実施形態に係る端末２０（図３）の電源投入手段１２の代わりに、センサ手段３４を
備える。
【００６８】
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　センサ手段３４は、所定の物理量（例えば、加速度、温度、静電気等）を測定するセン
サである。本実施形態では、音声受付手段１４は、センサ手段３４によって測定された物
理量が所定の値である場合に、ロック状態での音声の受け付けを開始する。
【００６９】
　第２の実施形態に係る端末２０（図３）では、電源ボタン等の操作による電源投入をト
リガとして音声受付手段１４による音声の受け付けを開始する。一方、本実施形態では、
センサ手段３４による測定をトリガとして音声受付手段１４による音声の受け付けを開始
する。センサ手段３４として、例えば、加速度センサ、ジャイロセンサ等を採用し、端末
２０の揺れを検出するようにしてもよい。また、端末２０の表面において、熱や静電気を
感知するセンサを用いるようにしてもよい。これらのセンサを設けることで、利用者が端
末２０に接触したことを認識し、音声受付手段１４による音声の受け付けを開始すること
が可能となる。
【００７０】
　本実施形態によると、例えば、利用者は端末２０を持ち上げて、そのまま端末２０に向
かって発声するだけで、端末のロックを解除し、音声認識機能に基づくアプリケーション
の実行結果を取得することが可能となる。また、センサ手段３４によって所定の物理量が
測定されるまで、音声の受け付けは開始されないため、待機時における電力を少なくする
ことが可能となる。
【００７１】
（実施形態４）
　第４の実施形態に係る端末について、図面を参照しつつ説明する。図５は、本実施形態
に係る端末３０の構成を一例として示すブロック図である。
【００７２】
　本実施形態では、センサ手段３４は、端末３０の置かれた状況として、例えば、姿勢（
例えば、縦、横、ななめ）、周辺機器に対する端末３０の接続状況等を検出する。センサ
手段３４は、一例として、端末３０の置かれた状況として、利用者の手で縦向きに保持さ
れている状態、利用者の手で横向きに保持されている状態、充電台（クレードル）に設置
されている状態、カークレードル（すなわち、車のダッシュボード等に取り付けるクレー
ドル）に設置されている状態等を検出する。
【００７３】
　本実施形態の端末３０は、例えば、次のように動作する。端末３０が縦置きの場合には
、第３の実施形態と同様に動作するようにしてもよい。
【００７４】
　一方、センサ手段３４によって端末３０がカークレードルに設置されていることが検出
された場合、音声受付手段１４は、常に音声の受け付け動作を行う。また、音声認識手段
１８によって、入力された音声が本人であると判定された場合、実行手段２２は音声認識
によって得られたテキストデータを用いてアプリケーションを実行する。このとき、実行
手段２２は、自動車の運転に関連するカーナビゲーションアプリ、地図アプリ、交通情報
を提供するアプリ等を起動し、ブラウザによる情報検索の結果を表示するようにしてもよ
い。
【００７５】
　また、センサ手段３４によって端末３０が充電台クレードルに設置されていることが検
出された場合、実行手段２２は時計アプリ、ムービー表示、ブラウザの情報検索の結果を
表示するようにしてもよい。
【００７６】
　さらに、端末３０が利用者によって横向きに保持されていることがセンサ手段３４によ
り検出された場合、実行手段２２はテレビアプリ、カメラアプリ等を抽出して、これらの
アプリケーションを起動するためのアイコンをリスト表示の上位に表示するようにしても
よい。
【００７７】
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　本実施形態の端末３０によると、音声認識の結果を利用して実行すべきアプリケーショ
ンを、端末の置かれた状態に応じて適切に選択し、アプリケーションの実行結果として利
用者の期待に沿った内容を表示することが可能となる。また、端末３０によると、利用者
が期待するアプリケーションのアイコンをリスト表示することが可能となる。したがって
、本実施形態の端末３０によると、利用者は、アプリケーション実行結果として所望の結
果を得ることができ、さらに、希望するアプリケーションを容易に起動することができる
。
【実施例１】
【００７８】
　第１の実施例に基づいて、第２の実施形態に係る端末２０（図３）の動作について具体
的に説明する。図６は、本実施例において、端末２０の表示手段２６に表示された内容を
例示する。本実施例では、一例として、ユーザの音声を認識したテキストデータを用いる
アプリケーションを、インターネット検索アプリケーションとする。
【００７９】
　図６（ａ）は、利用者が電源ボタンを操作する前の表示内容を示す。この状態では、端
末２０の音声受付手段１４は音声を受け付けていない。
【００８０】
　電源投入手段１２は、ハードウェアキーまたは電源ボタンの押下操作を検出すると、端
末２０の電源を投入する（図４のステップＢ１）。すると、音声受付手段１４は、端末２
０がロックされた状態での音声の受け付け動作を開始する（ステップＢ２）。図６（ｂ）
は、ロック状態の画面を例示している。
【００８１】
　音声受付手段１４が音声を受け付けると、声紋認証手段１６はロック状態で受け付けた
音声に基づいて声紋認証を行う（ステップＢ３）。また、音声認識手段１８は、ロック状
態で受け付けた音声を音声認識してテキストデータに変換する。図６（ｃ）は、声紋認証
手段１６および音声認識手段１８が稼動している様子を示す。
【００８２】
　図６（ａ）ないし（ｃ）に示すように、例えば、ハードキーが操作されると、端末２０
は、ロック状態のまま音声の受け付けを開始し、声紋認証および音声認識を行う。したが
って、利用者は、ロックを解除するためにわざわざ発声する必要がなくなり、ロック状態
の端末２０に向けて、インターネット検索によって検索したいキーワードを発声すればよ
い。以下では、一例として、利用者が発声した内容を「明日の隅田川の花火の会場」とす
る。
【００８３】
　声紋認証手段１６は、利用者が発声した音声の声紋と、声紋記憶手段２８に記録された
正当な利用者の声紋とを照合し、本人であるかどうかを判定する（ステップＢ３）。
【００８４】
　また、音声認識手段１８は、利用者が発声した音声を音声認識して、「明日の隅田川の
花火の会場」というテキストデータに変換する（ステップＢ４）。
【００８５】
　音声認識手段１８による声紋認証によって、音声を発した者が端末２０の利用者本人で
あると判定された場合（ステップＢ５のＹｅｓ）、実行手段２２は、端末２０に保存され
た保護すべき情報（例えば、Cookie情報）へのアクセスを許容しつつ、「明日の隅田川の
花火の会場」というキーワードを用いてインターネット検索を行い、検索結果を表示手段
２６に出力する。図６（ｄ）の下段は、当該キーワードによるインターネット検索の結果
４２を示している。
【００８６】
　さらに、実行手段２２は、「明日の隅田川の花火の会場」というテキストデータに含ま
れる単語に関連するアプリケーションを抽出し、抽出したアプリケーションを起動するた
めのアイコンを表示手段２６に表示する（ステップＢ７）。なお、テキストデータに含ま
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れる単語に関連するアプリケーションが明確である場合、実行手段は、テキストデータを
用いてアプリケーションを実行し、実行結果を表示手段２６に表示するようにしてもよい
。
【００８７】
　図６（ｄ）の上段には、「会場」という単語に関連するアプリケーションである地図ア
プリを「明日の隅田川の花火の会場」というキーワードで実行した結果４４が表示されて
いる。また、図６（ｂ）の中段には、「明日の隅田川の花火の会場」というテキストデー
タに含まれる単語に関連するアプリケーションとして、カメラアプリを起動するためのア
イコン４６、乗り換え案内アプリを起動するためのアイコン４７、および、ソーシャルメ
ディアアプリを起動するためのアイコン４８が表示されている。
【００８８】
　一方、音声認識手段１８による声紋認証により、端末２０の利用者本人であると判定さ
れなかった場合（ステップＢ５のＮｏ）、端末２０は制限モード（例えば、ゲストモード
）での動作を開始する。制限モードの場合には、実行手段２２は、端末２０の中に保存さ
れている保護すべき情報や、識別番号等を読み出すことなく、単に、インターネット検索
のみを行う。このとき、ブラウザも、端末２０の情報を一切公開せず、クッキー情報も破
棄するモード（シークレットモード）として動作する。実行手段２２は、音声認識で得ら
れたテキストデータ「明日の隅田川の花火の会場」をキーワードとしてインターネット検
索を行い（ステップＢ１０）、検索結果をリストとして取得し、表示手段２６に表示する
。図６(ｅ)は、このときのインターネット検索の結果５２を示す。以降、実行手段２２は
、セキュアモードのブラウザによる閲覧を行う。
【００８９】
　本実施例によると、端末２０の利用者は、ロック状態の端末に向けてインターネット検
索のためのキーワードを発声するだけで、端末のロックを解除してインターネット検索結
果を取得することが可能となる。
【実施例２】
【００９０】
　第２の実施例に基づいて、第２の実施形態に係る端末２０（図３）の動作について具体
的に説明する。本実施例では、ユーザの音声を認識したテキストデータを用いるアプリケ
ーションを、通話アプリケーションとする。以下では、第１の実施例との差分について説
明する。
【００９１】
　本実施例では、利用者は、ロック状態の端末２０に向けて、例えば、相手方の電話番号
を発声する。ここでは、一例として、利用者が発声した内容を「０１２３４５６７８９０
」とする。
【００９２】
　また、音声認識手段１８は、利用者が発声した音声を音声認識して、「０１２３４５６
７８９０」というテキストデータに変換する（ステップＢ４）。
【００９３】
　音声認識手段１８による声紋認証によって、音声を発した者が端末２０の利用者本人で
あると判定された場合（ステップＢ５のＹｅｓ）、実行手段２２は、端末２０に保存され
た保護すべき情報として、例えば、端末２０に割り当てられた電話番号を用いつつ、相手
先の電話番号「０１２３４５６７８９０」への発呼を行う。これにより、相手方との音声
通話が可能となる。
【００９４】
　一方、音声認識手段１８による声紋認証により、端末２０の利用者本人であると判定さ
れなかった場合（ステップＢ５のＮｏ）、端末２０は制限モード（例えば、ゲストモード
）での動作を開始する。制約モードの場合には、実行手段２２は、端末２０の中に保存さ
れている情報（例えば、端末２０に割り当てられた電話番号）を読み出すことができず、
発呼処理を行うことなく待機する。
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【００９５】
　本実施例によると、端末２０の利用者は、ロック状態の端末に向けて相手方の電話番号
を発声するだけで、端末のロックを解除して、相手方との通話を開始することが可能とな
る。
【００９６】
　なお、上記の特許文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。本発明の
全開示（請求の範囲を含む）の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実
施形態および実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範囲の枠内におい
て種々の開示要素（各請求項の各要素、各実施形態の各要素、各実施例の各要素、各図面
の各要素等を含む）の多様な組み合わせ、ないし、選択が可能である。すなわち、本発明
は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう
各種変形、修正を含むことは勿論である。特に、本書に記載した数値範囲については、当
該範囲内に含まれる任意の数値ないし小範囲が、別段の記載のない場合でも具体的に記載
されているものと解釈されるべきである。
【００９７】
　なお、本発明において、以下に付記として記載する形態が可能である。
［付記１］
　上記第１の視点に係る端末のとおりである。
［付記２］
　前記端末は、所定の操作を検出すると、前記端末の電源を投入する電源投入手段を備え
、
　前記音声受付手段は、前記所定の操作に応じて前記端末の電源が投入された場合に、前
記ロック状態での音声の受け付けを開始してもよい。
［付記３］
　前記端末は、所定の物理量を測定するセンサ手段を備え、
　前記音声受付手段は、前記センサ手段によって測定された物理量が所定の値である場合
に、前記ロック状態での音声の受け付けを開始してもよい。
［付記４］
　前記実行手段は、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末に格納さ
れた保護すべき情報へのアクセスを許可しつつ、前記音声認識の結果を用いて前記アプリ
ケーションを実行してもよい。
［付記５］
　前記実行手段は、前記声紋認証により本人であると判定されなかった場合、前記端末に
格納された保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、前記音声認識の結果を用いて前記
アプリケーションを実行してもよい。
［付記６］
　前記実行手段は、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記音声認識の結
果に含まれる単語に関連するアプリケーションを抽出し、抽出したアプリケーションのリ
ストを前記端末の画面に表示してもよい。
［付記７］
　前記実行手段は、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末の姿勢、
または、前記端末が接続された周辺機器の種別に応じてアプリケーションを抽出し、抽出
したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示してもよい。
［付記８］
　上記第２の視点に係るロック解除方法のとおりである。
［付記９］
　前記ロック解除方法は、前記端末が、所定の操作を検出すると、前記端末の電源を投入
する工程を含み、
　前記所定の操作に応じて前記端末の電源が投入された場合に、前記ロック状態での音声
の受け付けを開始してもよい。
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［付記１０］
　前記ロック解除方法は、前記端末が、所定の物理量を測定する工程を含み、
　前記測定された物理量が所定の値である場合に、前記ロック状態での音声の受け付けを
開始してもよい。
［付記１１］
　前記ロック解除方法において、前記端末は、前記声紋認証により本人であると判定され
た場合、前記端末に格納された保護すべき情報へのアクセスを許可しつつ、前記音声認識
の結果を用いて前記アプリケーションを実行してもよい。
［付記１２］
　前記ロック解除方法において、前記端末は、前記声紋認証により本人であると判定され
なかった場合、前記端末に格納された保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、前記音
声認識の結果を用いて前記アプリケーションを実行してもよい。
［付記１３］
　前記ロック解除方法は、前記端末が、前記声紋認証により本人であると判定された場合
、前記音声認識の結果に含まれる単語に関連するアプリケーションを抽出する工程と、
　抽出したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示する工程と、を含んでもよ
い。
［付記１４］
　前記ロック解除方法は、前記端末が、前記声紋認証により本人であると判定された場合
、前記端末の姿勢、または、前記端末が接続された周辺機器の種別に応じてアプリケーシ
ョンを抽出する工程と、
　抽出したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示する工程と、を含んでもよ
い。
［付記１５］
　上記第３の視点に係るプログラムのとおりである。
［付記１６］
　前記プログラムは、所定の操作を検出すると、前記端末の電源を投入する処理と、
　前記所定の操作に応じて前記端末の電源が投入された場合に、前記ロック状態での音声
の受け付けを開始する処理と、を前記コンピュータに実行させてもよい。
［付記１７］
　前記プログラムは、所定の物理量を測定する処理と、
　前記測定された物理量が所定の値である場合に、前記ロック状態での音声の受け付けを
開始する処理と、を前記コンピュータに実行させてもよい。
［付記１８］
　前記プログラムは、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末に格納
された保護すべき情報へのアクセスを許可しつつ、前記音声認識の結果を用いて前記アプ
リケーションを実行する処理を、前記コンピュータに実行させてもよい。
［付記１９］
　前記プログラムは、前記声紋認証により本人であると判定されなかった場合、前記端末
に格納された保護すべき情報へのアクセスを禁止しつつ、前記音声認識の結果を用いて前
記アプリケーションを実行する処理を、前記コンピュータに実行させてもよい。
［付記２０］
　前記プログラムは、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記音声認識の
結果に含まれる単語に関連するアプリケーションを抽出する処理と、
　抽出したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示する処理と、を前記コンピ
ュータに実行させてもよい。
［付記２１］
　前記プログラムは、前記声紋認証により本人であると判定された場合、前記端末の姿勢
、または、前記端末が接続された周辺機器の種別に応じてアプリケーションを抽出する処
理と、
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　抽出したアプリケーションのリストを前記端末の画面に表示する処理と、を前記コンピ
ュータに実行させてもよい。
【符号の説明】
【００９８】
１０、２０、３０　　端末
１２　　電源投入手段
１４　　音声受付手段
１６　　声紋認証手段
１８　　音声認識手段
２２　　実行手段
２４　　タッチパネル手段
２６　　表示手段
２８　　声紋記憶手段
３２　　アプリケーション記憶手段
３４　　センサ手段
４２、４４、５２　　結果
４６～４８　　アイコン

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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